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第 3部 環境の現状 と対策

第 1 章 大気汚染

第 1 節 大気汚染の現況

1 概 要

本県では大気汚染に係 る 環境基準物質の測定を表24の と お り 実施 し て い る が 、 大規模な発生源が少

な いため 、 二酸化い お う は じ め各汚染物質 と も環境基準に “ま ば適合 し てお り 、 経年的に も 横ばい傾向

が続いてい る 。 平成 3 年度の測定結果に よ る と 、 浮遊粒子状物質及び光化学オ キ シ ダ ン ト につ いて短

期的に若干環境基準を超え る 時間が あ る が 、 長期的評価に よ る と鳥取市松並町 (固定局衛生研究所)

及び米子市西福原 (固定局米子保健所) と も 全物質が環境基準に適合 してい る と 考え ら れ る 。 (表25 )

ま た 、 自 動車排出ガ ス に よ る 大気汚染は 、 一酸化炭素については横ばい の傾向 に あ る 。

表24 一般環境大気及び 自 動車排出 ガ ス測定局一覧表

測 定 局 所 在 地

測 定 項 目

二 酸 化

い お う

一 酸 化

炭 素

浮遊粒子

状 物 質

窒 素

酸 化 物

光 化 学

オキシダン ト

大気測定局一般環境
衛 生 研 究 所 鳥取市松並町二丁 目 ○ ○ ○ ○ ○

米 子 保 健 所 米子市西福原 ○ ○ ○ ○ ○

倉 吉 保 健 所 倉吉市東巌城町 2 ○ ○ ○ ○ ○

ガス測定局宴自動車排出
諺鱒瀦産数を' “ - 鳥鳥取市茉広温皿ご泉畑『 ○

ゆ

丸 山 交 差 点 鳥取市青葉町三丁 目 ○

"た“ト ー女 凝蜜為
沫子市離籍籠 ○

圏 ○印 は測定実施 倉吉保健所は平成 3 年度 に設置 、 平成 4 年 4 月 か ら 測定開始。
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表25 大気汚染の現況

--
-
の
め

--
-

測 定 物 質 環 境 基 準

測定結果 (単位 : 浮遊粒子状物質随/m3、 その他ppm)

評 価

衛 生 研 究 所 米 子 保 健 所

二 酸 化 い お う

1 時間値の 1 日 平均値0 . 04ppm以下 0 . 0 02 () 0 . 0 1 4 0 . 0 0 1 () 0 . 0 1 1

全測定局が環境基準に適合 してい る 。

1 時間値0 . 1ppm以下 0 . 0 0 1 () 0 . 0 4 1 0 . 0 0 0 () 0 . 0 3 8

一 酸 化 炭 素

1 時間値の 1 日 平均値1oppm以下 0 . 1 ~ 0 . 9 0 . 1 () 1 . 3

全測定局が環境基準に適合 して い る 。

1 時間値の 8 時間平均値20ppm以下 0 . 1 ~ 1 . 2 0 . 1 ~ 1 . 7

浮 遊 粒 子 状 物 質

1 時間値の 1 日 平均値0 . 1o mg/が以下 0 . 0 0 5 () 0 . 0 6 8 0 . 0 0 5 () 0 . 1 0 2

全測定局がほば環境基準に適合 して い る 。

1 時間値0 . 20 m野鮒以下 0 . 0 00 () 0 . 1 3 9 0 . 0 0 0 () 0 . 1 7 3

二 酸 化 窒 素
1 時間値の 1 日 平均値が0 . 04~0 . 06p

pmま での ゾー ン 内又はそれ以下
0 . 0 0 1 () 0 . 0 2 2 0 . 0 0 6 () 0 . 0 3 1 全測定局が環境基準に適合 し て い る 。

光化学オ キ シ ダ ン ト 1 時間値0 . 06ppm以下 0 . 0 00 () 0 . 0 9 4 0 . 0 00 () o . 0 7 8

衛生研究所及び米子保健所で環境基準を若干

超えたが 、 緊急時の措置基準0 . 12ppmを超え

る こ と はな か っ た。



昭和 48年 5 月 8 日 環境庁告示第 25 号制定

昭和48年 5 月 1 6 日 環境庁告示第 35 号一部改正

昭和 5 3年 7 月 1 1 日 環境庁告示第 38 号一部改正

昭和 56年 6 月 1 7 日 環境庁告示第 47 号一部改正表26 大気汚染に係 る 環境基準

物質 二酸化いお う 一 酸 化 炭 素 浮遊粒子状物質 二酸化窒素 光化学オキシダ ン ト

環境上の条件
1 時間値の 1 日

平均値が 0. 04 ppm

以下であ り 、 か

つ、 1 時間値が

0. 1 ppm 以下であ

る こ と 。

1 時間値の 1 日 平

均値が 1 o ppm 以 下

であ り 、 かつ、 1

時間値の 8 時間平

均値が 20 ppm 以 下

であ る こ と 。

1 時間値の 1 日 平

均値が 0. 1 o mg / m3

以下であ り 、 かつ

1 時間値か 0. 20叱

/ 脛以 下であ る こ

と 。

1 時間値の 1 日

平均値が 0 04 PPm

か ら 0 06 Ppm まで

の ゾ ー ン 内又は

それ以下であ る

こ と 。

1 時間値が 0 06 ppm

以下であ る こ と 。

測定方法
溶液導電率法 非分散型赤外分析

。十を 用 い る方法

濾過捕集に よ る 重

量濃度測定方法又

は こ の方法に よ っ

て測定された重量

濃度 と 直線的な関

係を有す る暈が得
られ る 光散乱法、

圧電天びん法若 し

く はヘ ー タ 線吸収

法

ザル ッ マ ソ試薬

を 用い る 吸光光

度法

中性 ヨ ウ 化 カ ノ ウ

ム 溶液を用い る 吸

光光度法又は 、 電

量法

備考 1 . 浮遊粒子状物質と は 、 大気中に浮遊す る 粒子状物質であ っ て 、 その粒径か 1 0 ~ ク ロ ソ以下
の も のをい う 。

2 光化学オキ シ ダ ン ト と は 、 オ ゾ ン 、 バ ー オ キ シ ア セ チ ルナ イ ト レ ー ト 、 そ の他の光化学反

応に よ り 生成 される 酸化性物質 ( 中性 ヨ ウ 化 カ ノ ウ ム 溶液か ら ヨ ウ 素を遊離す る も のに限 り 、

二酸化窒素を除 く 。 ) を い う

2 汚染物質別測定結果

(1 ) 二酸化いお う

二酸化いお う 濃度の測定は 、 自 動測定機 (溶液導電率法) に よ り 鳥取市松並町鳥取県衛生研究所

(以下 ｢衛生研究所｣ と い う 。 ) 、 並びに米子市西福原米子保健所 (以下 ｢米子保健所｣ と い う 。 )

で実施 して い る 。

平成 3 年度の測定結果 (表27) に よ れば、 衛生研究所では 1 時間値の 1 日 平均値の最高値0 . 01 4p

pm 、 米子保健所では0 . 01 1ppm であ り 、 いずれ も 環境基準に適合 し て い る 。

経年変化は表28の と お り であ る 。

二酸化鉛法に よ る硫黄酸化物測定を鳥取市 5 地点、 倉吉市 4 地点 、 米子市 6 地点 、 境港市 3 地点 、

日 吉津村 1 地点で実施 し てお り 、 平成 3 年度測定結果は最高0 . 259 mgs0 3 / 日 /100面Pbo , ( 山陰

合銀鳥取支店) で 、 汚染の 目 安 と さ れ る 0 . 5 mgs0 3/ 日 /100霜Pb0 2 を下回 っ て い る 。 経年変化は

表29の と お り で あ る 。
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表27 二酸化い お う 濃度測定結果

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
1 時 間 値

が 0 1 ppm

を 超 え た

時 間 数 と

そ の 割 合

日 平 均 値

が。 ･ 04ppm

を 超 え た

日 数 と そ

の 割 合 時間値の最高値 日平均値の最高値
日 外

平

均

値
の

%
除 値

日 平 均 値

o 0 4 p P m

を 超 え た

日 が 2 日

以 上 連 続

し た こ と

の 有 無

環境 基 準 の

長期 的 評価

に よ る 日 平

均値0 04PPm

を 超 え た

日 数

( 日 ) (時間) (ppm) (時間) ( % ) ( 日 ) ( % ) (ppm) (ppm) (ppm) (有 × 無○ ) ( 日 )

衛生研究所 27 1 6 , 539 0 . 005 0 0 0 0 0 . 04 1 0 . 01 4 0 . 01 1 ○ 0

米子 保健所 303 7 , 439 0 . 003 0 0 0 0 0 . 03 8 0 . 01 1 0 . 007 ○ 0

圏 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上であ る 日 数

表28 二酸化い お う 濃度経年変化

測 定 局 項 目
昭 和

6 1 年 度

昭 和

6 2 年 度

昭 和

6 3 年 度

平 成

元 年 度

平 成

2 年 度

平 成

3 年 度

衛生研究所
測 定 時 間 ( 時間 ) 8 , 6 1 2 8 , 6 2 3 8 , 7 2 4 8 , 6 3 8 8 , 7 3 3 6 , 5 3 9

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 0 0 5 0 . 0 0 5 0 . 0 0 4 0 . 0 0 4 0 . 0 0 5 0 . 0 0 5

1 時 間値 が 0 1p pm を
超 え た 時 間 数

( 時間 ) 0 0 0 0 0 0

日 平均値が0 . 04ppmを
超 え た 日 数

( 日 ) 0 0 0 0 O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 0 4 5 0 . 0 4 9 0 . 0 3 4 0 . 0 3 5 0 . 0 3 9 0 . 0 4 1

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 0 2 3 0 . 0 1 4 0 . 0 1 2 0 . 0 1 5 0 . 0 1 3 0 . 0 1 4

米子保健所
測 定 時 間 ( 時間 ) 8 , 1 7 4 7 , 4 3 9 7 , 7 5 1 8 , 5 9 3 8 , 4 1 8 8 , 5 1 7

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 0 0 4 0 . 0 0 4 0 . 0 0 4 0 . 0 0 4 0 . 0 0 4 0 . 0 0 3

1 時 間値 が 0 . 1 ppm を
超 え た 時 間 数

( 時間 ) 0 0 0 0 O 0

日 平均値が0 . 04ppm を
超 え た 日 数

( 日 ) 0 0 O 0 O 0

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 0 6 4 0 . 0 2 9 0 . 0 4 3 0 . 0 3 4 0 . 0 6 0 0 . 0 3 8

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 0 2 8 0 . 0 1 2 0 . 0 1 1 0 . 0 1 4 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1
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表29 二酸化鉛法に よ る 硫黄酸化物濃度年平均値経年変化

(単位 電S0 3/ 日 /100霜Pb0 2 )

測 定 地 点
昭 和

6 1 年 度

昭 和

6 2 年 度

昭 和

6 3 年 度

平 成

元 年 度

平 成

2 年 度

平 成

3 年 度

※ 1

鳥 取 市

鳥取県漁連会館※ 2

鳥 取 女 子 高 校

鳥 取 市 立 病 院

鳥 取 商 工 会 館

山 陰 合 銀 鳥 取 支 店

0 . 0 8 3

0 . 1 0 7

0 . 1 4 7

0 . 0 6 8

0 . 1 3 8

0 . 0 9 9

0 . 1 1 2

0 . 1 3 6

0 . 0 7 2

0 . 1 1 7

0 . 0 7 6

0 1 2 1

0 1 1 2

0 . 0 5 5

0 1 1 4

0 . 0 6 9

0 . 0 9 6

0 . 1 1 1

0 . 0 5 6

0 . 1 0 9

0 . 0 6 2

0 . 0 9 6

0 . 0 8 9

0 . 0 4 6

0 . 0 9 8

0 . 0 7 3

0 . 0 8 6

0 1 1 8

0 . 0 8 0

0 . 1 5 0

倉 吉 市

倉 吉 市 役 所

日 本交通新町営業所
※ 1

中 部 総 合 事 務 所

か ら さ わ や 駅 前 店

0 . 0 1 7

0 . 0 5 1

0 . 0 2 1

0 . 0 3 6

0 . 0 3 5

0 . 0 3 6

0 . 0 3 3

0 . 0 3 8

0 . 0 2 4

0 . 0 2 5

0 . 0 2 3

0 . 0 5 6

0 . 0 2 0

0 . 0 3 2

0 . 0 2 3

0 . 0 5 2

0 . 0 3 2

0 . 0 3 8

0 . 0 5 7

0 . 0 4 9

0 . 0 5 9

0 . 0 8 5

0 . 0 9 9

0 . 0 9 7

米 子 市

夜 見 鉄 工 団 地

N H K 住 吉 中 継 所

皆 生 温 泉 会 館

米 子 保 健 所

米 子 商 工 会 議 所

西 部 総 合 事 務 所

0 . 0 8 0

0 . 0 4 4

0 . 1 5 0

0 . 0 6 4

0 . 1 5 9

0 . 1 3 6

0 . 1 0 2

0 . 0 4 3

0 . 1 9 1

0 . 0 7 0

0 . 1 8 6

0 . 1 5 8

0 . 0 9 3

0 . 0 4 6

0 1 8 1

0 1 1 1

0 . 1 7 2

0 1 3 7

0 . 0 8 5

0 . 0 4 9

0 . 1 4 2

0 . 1 1 7

0 . 1 4 9

0 . 1 2 9

0 . 1 1 6

0 . 0 5 0

0 . 1 3 6

0 . 1 0 4

0 . 1 4 6

0 . 1 3 2

0 . 0 8 8

0 . 0 6 0

0 1 1 9

0 1 1 1

0 . 1 2 7

0 1 2 1

境 港 市

済生会境港総合病院

境 測 候 所

余 子 小 学 校

0 . 2 0 7

0 . 1 0 4

0 . 0 3 5

0 . 2 0 9

0 . 1 1 6

0 . 0 5 8

0 . 2 0 7

0 . 1 1 9

0 . 0 7 1

0 . 1 4 3

0 . 1 0 1

0 . 0 4 7

0 . 1 6 5

0 . 1 1 5

0 . 0 5 5

0 1 2 7

0 . 1 1 5

0 . 0 6 8

日 吉津村 日 吉 津 小 学 校 0 . 1 5 6 0 . 1 4 7 0 . 1 3 4 0 . 1 3 0 0 . 1 3 8 0 1 1 7

圏 ※ 1 平成 3 年度か ら シ ェ ル タ ー変更 (長谷川型→NA S N型)

※ 2 ~昭和63年度鳥取警察署、 平成元年度~鳥取漁達会館

- 41 -



表30 二酸化鉛法に よ る 硫黄酸化物汚染度の評価

汚 染 度 血g S0 3 / 日 / 1 0o c饉 P b0 2 評 価

汚 染 度 第 1 度 0. 5 以上 1 0 未満 軽微な汚染

" 第 2 度 1 . 0 以上 2 . 0 未満 普通度の汚染

" 第 3 度 2 . 0 以上 3 . 0 未満 中等度の汚染

" 第 4 度 3. 0 以上 4. 0 未満 やや高度の汚染

" 第 5 度 4. 0 以上 高度の汚染

(注) P b o法 に よ る S0 2 汚染度の判定基準 (寺部)

図 1 二酸化いお う 濃度の経年変化

S0 2

(ppの

0納--0 衛生研究所

×---一× 米子保健所

環境基準

×}×

日 平均値
の最高値 6 1 62 63 1 2 3
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図 2 二酸化鉛法に よ る 硫黄酸化物濃度経年変化

( I喀 S0 3 / 日 /
1 0O C評 P boの

○一一一○ 鳥 取 市

←--→ 倉 吉 市

×----× 米 子 市

△---△ 境 港 市

口--｢口 日 吉津村

年平均値 6 1 62 63 1 2 3

艫) 鳥取市の平成 3 年度は シ ェ ル タ ー変更 (表29の脚注参照)

(2)

ア

一酸化炭素

一般環境大気測定局

一酸化炭素濃度の測定は 、 自 動測定機 gE分散型赤外分析法) に よ り 昭和50年 6 月 か ら衛生研

究所で 、 昭和54年 3 月 か ら 米子保健所で実施 してい る 。

平成 3 年度測定結果 (表31 ) に よ れば 、 衛生研究所では 1 時間値の 8 時間平均値の最高値1 . 2

ppm、 日 平均値の最高値0 . 9ppm、 米子保健所では 1 時間値の 8 時間平均値の最高値1 . 7ppm、 日

平均値の最高値1 . 3ppmで あ り 、 いずれ も 環境基準に適合 し て い る 。

経年変化は表32の と お り であ る 。

自 動車排出 ガ ス測定局

自 動車排出 ガ ス に よ る 道路沿いでの一酸化炭素濃度の測定は 、 自 動測定機 (定電位電解法) に

よ り 昭和50年度か ら鳥取市末広温泉町 (鳥取県物産観光セ ン タ ー ) で 、 昭和53年度か ら米子市加

茂町 ( 中国電力前) で 、 昭和54年 5 月 か ら鳥取市青葉町 (丸山交差点) で毎月 1 回実施 して い る 。

平成 3 年度測定結果 (表33) に よ れば 、 3 地点の 日 平均値最高値は3 . 5ppm (鳥取県物産観光

セ ン タ ー ) 、 1 時間値の 8 時間平均値の最高値は4 . 4ppm (鳥取県物産観光セ ン タ ー ) であ り

いずれ も 環境基準に適合 し て い る と 考え ら れ る 。 経年変化は表34の と お り であ る 。

イ
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表31 一酸化炭素濃度測定結果 (一般環境大気測定局)

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
8 時 間 値

が 2 0 p p m

を 超 え た

回 数 と そ

の 割 合

日 平 均 値

カミ 1 o p p m

を 超 え た

日 数 と そ

の 割 合 8時間値の最高値 日平均値の最高値 外値日平均値の二%除
日 平均値
1oppmを
超えた 日

が 2 日 以

上連続 し
た こ と の

有 無

環境基準
の長期的
評価に よ
る 日 平均

値1OPPm
を超えた

日 数

( 日 ) (時間) (ppm) ( 回 ) ( % ) ( 日 ) ( % ) (ppm) (ppm) (ppm) (有 × 無○) ( 日 )

衛 生 研 究 所 276 6 , 6 56 0 . 4 0 0 0 0 1 . 2 0 . 9 0 . 7 ○ 0

米 子 保 健 所 3 1 9 7 , 69 4 0 4 0 0 0 O 1 . 7 1 3 0 8 ○ O

,
.

-!
-

-ー
、-

‐
--
!

‘(
f

I
i、

I
==
=

!
)

,
:1

′
=粥
川
汁
も
-
-

Ii
t
i
l

圏 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上であ る 日 数

表32 一酸化炭素濃度経年変化 (一般環境大気測定局)

測 定 局 項 目
昭 和

6 1 年 度 鸚, 年 僂
昭 和

6 3 年 度

平 成

元 年 度

平 成

2 年 度

平 成

3 年 度

衛生研究所
測 定 時 間 ( 時間 ) 8 , 6 9 3 8 , 6 6 6 8 , 5 2 4 8 , 7 2 9 8 , 6 5 1 6 , 6 5 6

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 4 0 4

8 時 間 値 が 2 0 pp m を

超 え た 回 数
( 回 ) 0 O 0 0 0 0

日 平 均 値 が 1 o pp m を

超 え た 日 数
( 日 ) 0 0 0 0 0 0

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 1 . 2 1 . 5 1 . 6 1 . 0 1 . 4 1 . 2

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 9 0 9 1 1 1 5 0 8 0 9

米子保健所
測 定 時 間 ( 時間 ) 8 , 6 8 9 8 , 4 0 3 8 , 6 0 7 8 , 6 2 4 8 , 4 1 4 7 , 6 9 4

年 平 均 値 ( ppm ) 0 5 0 5 0 5 0 5 0 4 0 4

8 時 間 値 が 2 0 pp m を

超 え た 回 数
( 回 ) 0 0 O O 0 O

日 平 均 値 が 1 o p p m を

超 え た 日 数
( 日 ) 0 0 0 0 0 0

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 2 . O 1 . 6 1 . 5 1 . 3 1 . 4 1 . 7

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 1 2 0 9 1 1 1 0 1 0 1 3

ね
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表33 一酸化炭素濃度測定結果 ( 自 動車排出 ガ ス 測定局)

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
8 時 間 値 が 2 0

ppmを超えた回

数 と そ の 割 合

日 平 均 値 が 1 0

ppmを超えた 日

数 と そ の 割 合 最高値8時間値の 最高値日平均値の
( 日 ) ( 時間 ) 短pの ( 回 ) ( % ) ( 日 ) ( % ) @pの @pm)

,醇鼬県物産観光セ ン ター 1 2 2 8 8 2 . 4 0 0 0 O 4 . 4 3 . 5

丸 山 交 差 点 1 2 2 8 8 1 . 4 O 0 0 0 2 . 6 2 . O

中 国 電 力 前 1 2 2 8 8 1 . 2 0 0 0 0 2 . 7 2 . 1

圏 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上であ る 日 数

表34 一酸化炭素濃度経年変化 ( 自 動車排出 ガ ス 測定局)

測 定 局 項 目
昭 和

6 1 年 度
昭 和

6 2 年 度

昭 和

6 3 年 度

平 成

元 年 度

平 成

2 年 度

平 成

3 年 度

鳥取県物産観光センター
※

測 定 時 間 ( 時間 ) 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8

年 平 均 値 ( ppm ) 3 . 4 3 . 3 3 . 2 2 . 9 2 . 7 2 . 4

8 時 悩司 れ直 が 2 0 p p m を
超 え まこ 回 数 ( 回 ) O O O 0 0 0

日 平 均袖直 が 1 o p p m を
超 え た 日 数 ( 日 ) 0 O O 0 O 0

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 6 . 6 6 . 8 7 . 9 6 . 3 5 . 9 4 . 4

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 4 . 8 5 . O 5 . 7 4 . 5 4 . 5 3 . 5

丸山交差点
測 定 時 間 ( 時間 ) 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 6 4 2 8 8 2 8 8

年 平 均 値 ( ppm ) 1 . 4 2 . O 2 . 3 1 . 7 1 . 8 1 . 4

8 時 階昂 偽直 が 2 0 pp m を
超 え た 回 数 ( 回 ) 0 0 O 0 O 0

日 平 均袖直 が 1 o pp m を
超 え た 日 数 ( 日 ) O 0 O O O 0

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 3 . 9 5 . O 7 . 7 3 . O 4 . 4 2 . 6

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 2 . 1 3 . 5 4 . 5 2 . 3 3 . 4 2 . O

中国電力前
測 定 時 間 ( 時間 ) 2 6 4 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8

年 平 均 値 ( ppm ) 1 . 4 1 . 7 1 . 6 1 . 5 1 . 5 1 . 2

8 時 讃日 魚直 が 2 0 p p m を
超 え た 回 数 ( 回 ) O 0 O 0 O 0

日 平 均袖直 が 1 o p p m を
超 え た 日 数 ( 日 ) O 0 O 0 O 0

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 2 . 5 3 . 7 2 . 3 3 . 4 3 . O 2 . 7

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 1 . 9 2 . 6 2 . 3 2 1 2 . 5 2 . 1

(副 ※印 は昭和62年度か ら 日 本旅行セ ン タ ー よ り 名称変更。
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図 3 一酸化炭素濃度経年変化 (一般環境大気測定局)
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, “ 図 4 一酸化炭素濃度経年変化 ( 自 動車排出ガ ス 測定局)
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(3 ) 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質濃度の測定は 、 自 動測定機 ( β 線吸収法) に よ り 平成 3 年 9 月 (昭和48年 9 月 か

ら平成 3 年 8 月 ま では光散乱法) か ら衛生研究所で、 自 動測定機 ( β 線吸収法) に よ り 平成元年 8

月 (昭和54年 3 月 か ら平成元年 7 月 ま では光散乱法) か ら 米子保健所で実施 して い る 。

平成 3 年度測定結果 (表35 ) に よ れば 、 衛生研究所では 日 平均値の最高値0 . 068 mgノポ、 1 時間

値の最高値0 . 1 39 mg/がで環境基準に適合 し て い る 。 ま た 、 米子保健所では 日 平均値の最高値0 . 1 02

mg/m8 、 1 時間値の最高値0 . 173 mg/證 と 短期的評価では環境基準を超え たが 、 長期的評価では環

境基準に適合 し て い る と考 え ら れ る 。

経年変化は表36の と お り であ る 。

表35 浮遊粒子状物質濃度測定結果

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
1 時間値が

0 . 20 屹 / が

を 超 え た

時 間 数 と

そ の 割 合

日 平均値が

0 . 1 o mg / が

を 超 え た

日 数 と そ

の 割 合 時間値の最高値 日平均値の最高値
日 外

平

均

値
の

%

除 値

日 平 均 値

0 1 o mg / m"

を 超 え た

日 が 2 日

以 上 連 続

し た こ と

の 有 無

環境基準 の

長期 的 評価

に よ る 日 平

均値0 . 1釦"が

を 超 え た

日 数

( 日 ) (時間) (m#mう 時間) ( % ) ( 日 ) ( % ) (m"mう (圏葭/mう (剛葭/mう (有 × 無○) ( 日 )

衛 生研究 所 189 4 , 530 0 . 022 O 0 0 O 0 . 1 39 0 . 068 0 . 053 ○ 0

米 子保健所 325 7 , 862 0 . 025 0 O 1 0 . 3 0 . 1 7 3 0 . 1 02 0 . 062 ○ 0

圏 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上であ る 日 数

表36 浮遊粒子状物質濃度経年変化

測 定 局 項 目 瀦, 年 菱 題, 年 護
昭 和

6 3 年 度

平 成

元 年 度

平 成

2 年 度

平 成

3 年 度

衛生研究所
測 定 時 間 ( 時間 ) 8 , 7 2 7 8 , 7 5 0 8 , 7 4 0 8 , 6 4 4 8 , 7 2 7 4 , 5 3 0

年 平 均 値 (mg/肘) 0 . 0 2 3 0 . 0 2 4 0 . 0 2 4 0 . 0 2 4 0 . 0 2 3 0 . 0 2 2

1 時間値が0 . 20 mg/がを

超 え た 時 間 数
( 時間 ) O 0 0 O 0 0

日 平均値が0 . 1 o mg / がを
超 え た 日 数

( 日 ) O 0 0 0 0 0

1 時 間 値 の 最 高 値 ( mg / m8 0 . 1 9 3 0 . 1 2 8 0 . 1 2 8 0 . 1 9 5 0 . 1 2 8 0 . 1 3 9

日 平 均 値 の 最 高 値 ( mg / 甘 0 . 0 6 5 0 . 0 7 3 0 . 0 6 8 0 . 0 6 7 0 . 0 7 4 0 . 0 6 8
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図 5 浮遊粒子状物質濃度経年変化
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測 定 局 項 目
昭 和

6 1 年 度

昭 和

6 2 年 度
昭 和

6 3 年 度 莞 年 護
平 成

2 年 度

平 成

3 年 度

米子保健所
測 定 時 間 ( 時間 ) 7 , 0 5 0 8 , 6 0 5 8 , 5 9 6 5 , 0 3 7 8 , 4 2 3 7 , 8 6 2

年 平 均 値 (mg/が) 0 . 0 2 9 0 . 0 2 2 0 . 0 2 0 0 . 0 2 6 0 . 0 3 0 0 . 0 2 5

1 時間値が0 . 20能/可を
超 え た 時 間 数

( 時間 ) 1 0 1 O 0 0

日 平均値が0 . 1 0昭ノポを
超 え た 日 数

( 日 ) 1 O 0 0 1 1

1 時 間 値 の 最 高 値 ( mg / が 0 . 2 6 2 0 . 1 7 8 0 . 2 1 0 0 . 1 7 3 0 . 1 6 5 0 . 1 7 3

日 平 均 値 の 最 高 値 ( 電 / 證 0 1 2 7 0 0 7 6 0 0 6 6 0 0 6 0 0 1 0 2 0 1 0 2



(4 ) 窒素酸化物

窒素酸化物濃度の測定は 、 自 動測定機 (ザル ッ マ ソ試薬を用い る 吸光光度法) に よ り 昭和48年 5

月 か ら衛生研究所で 、 昭和54年 3 月 か ら 米子保健所で実施 して い る 。

平成 3 年度の二酸化窒素の測定結果 (表37) に よ れば 、 衛生研究所では 日 平均値の最高値が0 . 02

2ppm 、 米子保健所では 日 平均値の最高値が0 . 03 1ppmであ り いずれ も 環境基準に適合 し て い る 。

経年変化は表38の と お り で あ る 。

表37 二酸化窒素濃度測定結果

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
日 平 均 値 が

0 . 0 6 p p m を

超 え た 日 数

と そ の 割 合

日 平 均 値 が

0 . 0 4 p p m 以

上 0 0 6 p p m

以 下 の 日 数

と そ の 割 合 時間値の最高値 日平均値の最高値
日 98

平

均

値 %
の

年

間 値

9 8 % 値 評
価 に よ る

日 平 均 値 が

0 . 0 6 P p m を

超 え た 日 数

( 日 ) ( 時間 ) @pの ( 日 ) ( % ) ( 日 ) ( % ) @pm) 短pm) 短pm) ( 日 )

衛 生 研究所 277 6 , 6 9 7 0 . 0 0 9 O 0 0 0 0 . 0 4 7 0 . 0 2 2 0 . 0 1 9 0

米 子保健所 328 7 , 8 8 9 0 . 0 1 1 0 0 0 0 0 . 0 7 0 0 . 0 3 1 0 . 0 2 2 0

解) 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上であ る 日 数。

表38 二酸化窒素濃度の経年変化

測 定 局 項 目
昭 和

6 1 年 度

昭 和

6 2 年 度

昭 和

6 3 年 度

平 成

元 年 度
平 成

2 年 度

平 成

3 年 度

衛生研究所
測 定 時 間 ( 時間 ) 8 , 2 7 5 8 , 6 9 9 8 , 7 0 6 8 , 5 2 7 8 , 3 7 9 6 , 6 9 7

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 0 0 5 0 . 0 0 5 0 . 0 0 6 0 . 0 0 7 0 . 0 0 8 0 . 0 0 9

日 平均値が0 . 06ppm を
超 え た 日 数

( 日 ) 0 O 0 0 O 0

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 0 3 5 0 . 0 3 9 0 . 0 4 3 0 . 0 5 7 0 . 0 5 4 0 . 0 4 7

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 0 1 6 0 . 0 2 1 0 . 0 2 6 0 . 0 2 3 0 . 0 1 9 0 . 0 2 2

米子保健所
測 定 時 間 ( 時間 ) 8 , 5 6 6 8 , 4 3 9 8 , 5 1 9 8 , 6 5 4 8 , 4 4 2 7 , 8 8 9

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 0 1 1 0 . 0 1 2 0 . 0 1 1 0 . 0 1 2 0 . 0 1 3 0 . 0 1 1

日 平均値が0 . 06ppm を
超 え た 日 数

( 日 ) O 0 0 O O 0

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 1 2 3 0 . 0 6 6 0 . 0 9 0 0 . 0 6 1 0 . 0 6 9 0 . 0 7 0

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 0 2 7 0 . 0 3 1 0 . 0 2 4 0 . 0 2 7 0 . 0 3 1 0 . 0 3 1
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図 6 二酸化窒素濃度経年変化
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(5 ) 光化学オキシダ ン ト

光化学オ キ シ ダ ン ト 濃度の測定は 、 自 動測定機 (中性 ヨ ウ 化カ リ ウ ム 溶液を用 い る 吸光光度法)

に よ り 昭和48年 6 月 か ら衛生研究所で 、 昭和54年 3 月 か ら 米子保健所で実施 して い る 。

平成 3 年度の測定結果 (表39) に よ れば、 衛生研究所では 1 時間値の最高値が0 . 094ppmであ り 、

昼間測定 日 数279 日 、 時間数4 , 047時間中44 日 215時間が環境基準を超えて い る が 、 緊急時の措置基

準0 . 1 2ppmを超え る こ と は な か っ た 。 米子保健所では 1 時間値の最高値が 、 0 . 078ppmで あ り 、 昼

間測定 日 数331 日 、 時間数4 , 870時間中16 日 50時間が環境基準を超えてい る が 、 緊急時の措置基準0 .

12ppmを超え る こ と は な か っ た 。 ま た 、 被害の届出はな か っ た 。

経年変化は表40の と お り であ る 。

表39 光化学オ キ シ ダ ン ト 濃度測定結果

測 定 局 有効測定日数 測定時間数 年平均値
1 時 間 値

が 0 0 6

p p m を 超

え た 時 間

数 と そ の

割 合 1時間値の最高値 日平均値の最高値 昼間測定日数 昼間測定時間数
昼 間 の 1

時 間 値 が

0 . 0 6 p p n【1

を 超 え た

日 数 と

時 間 数

昼 間 の 1

時 間 値 が

0 . 1 2 P p nn

以 上 の

日 数 と

時 間 数 昼間の1時間値の最高値
昼 間

間 値

の の
日 々
最 ÷
高 平
1 均

時 値

( 日 ) (時間) (ppm) (時間) ( % ) (ppm) (ppの ( 日 ) (時間) ( 日 ) (時間) ( 日 ) (時間) (ppm) (ppm)

衛 生 研究所 279 6 , 24 0 0 . 02 9 2 1 5 3 . 4 0 . 094 0 . 066 279 4 , 047 44 2 1 5 O O 0 , 094 0 . 050

米 子 保健所 33 1 7 , 506 0 . 026 50 0 . 7 0 . 078 0 . 05 3 33 1 4 , 870 16 50 O O 0 , 078 0 . 040
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圏 1 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間が20時間以上であ る 日 数。

2 昼間 と は 5 時か ら 20時 ま での時間帯。
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表40 光化学オ キ シ ダ ン ト 濃度経年変化

測定局 項 目
昭 和

6 1 年 度

昭 和

62年度

昭 和

63年 度

平 成

元 年 度

平 成

2 年 度 青 年 護

衛生研究所
昼 間 測 定 日 数 ( 日 ) 36 5 3 58 362 354 347 279

昼 間 測 定 時 間 ( 時 間 ) 5 , 39 9 5 , 2 6 5 5 , 3 8 9 5 , 2 3 4 5 , 0 58 4 , 0 4 7

昼 間 の 1 時 間 値 が 0 . 0 6 p p m を

超 え た 日 数 と 時 間 数

( 日 ) 60 62 3 3 24 50 44

( 時 間 ) 3 1 4 36 6 1 9 1 1 1 1 2 70 2 1 5

昼間の 1 時間値が0 . 12ppm以上の時間数 ( 時 間 ) 0 O O O 0 O

昼 間 の 1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 1 0 0 0 . 0 9 4 0 . 0 8 6 0 . 08 2 0 . 0 88 0 . 0 9 4

昼 間 の 日 最 高 1 時 間 値 の 年平均値 ( ppm ) 0 . 04 9 0 . 049 0 . 0 3 2 0 . 0 4 0 0 . 048 0 . 0 5 0

米子保健所
昼 間 測 定 日 数 ( 日 ) 345 360 34 1 344 3 1 1 3 3 1

昼 間 測 定 時 間 ( 時 間 ) 5 , 024 5 , 2 2 4 5 , 0 1 3 5 , 0 48 4 , 4 7 9 4 , 8 7 0

昼 間 の 1 時 間 値 が 0 . 0 6 p p m を

超 え た 日 数 と 時 間 数

( 日 ) 2 5 46 20 7 1 6 1 6

( 時 間 ) 1 00 2 34 94 28 88 50

昼間の 1 時間値が0 . 12ppm以上の時間数 ( 時 間 ) O 0 O O 0 O

昼 間 の 1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 08 3 0 . 0 9 2 0 . 0 7 8 0 . 07 2 0 . 0 9 3 0 . 0 7 8

昼 間 の 日 最 高 1 時 間 値 の 年平均値 ( ppm ) 0 . 0 3 5 0 . 0 4 5 0 . 0 3 5 0 . 04 0 0 . 0 3 8 0 . 0 4 0

圏 昼間 と は 5 時か ら 20時 ま での時間帯

図 7 光化学オ キ シ ダ ン ト 環境基準を超え た 日 数の経年変化

○戸--｢0 衛生研究所

×----× 米子保健所

/"
×＼/×~×

0. 0 6 PPm を

超えた 日
数 年度

6 1 6 2 6 3 1 2 3
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(6 ) 炭化水素

炭化水素濃度の測定は 、 自 動測定機に よ り 衛生研究所で実施 して い る 。

平成 3 年度の測定結果 (表41 ) に よ れば、 午前 6 時か ら 9 時 ま での 3 時間に測定 し た年平均値は

0 . 23ppm C であ る 。

指針値 と 照 ら し てみ る と 、 0 20ppm C を超え た 日 は 1 39 日 (55 6% ) 0 31ppm C を超 えた 日 は4

3 曰 く 17 . 2% ) で あ り 、 減少傾向 に あ る 。

経年変化は表42の と お り で あ る 。

表41 非 メ タ ン炭化水素濃度測定結果

測定局 測定時間 年平均値
9 年
曇 平
箋 均
g 値 629時測定日数 時間平均値629時3

6 ~ 9 時 3 時間

平 均 値 が 0 . 2 0

PPmC を超えた

日数と そ の割合

6 ~ 9 時 3 時間

平 均 値 が 0 . 3 1

ppmC を超えた

日 数 と そ の割合
曼

羅 露
( 時間 ) (ppmC ) (ppmC ) ( 日 ) (ppmC ) (ppmC ) ( 日 ) ( % ) ( 日 ) ( % )

衛 生 研 究所 5 , 7 4 3 0 2 3 0 2 3 2 5 0 0 6 5 0 0 4 1 3 9 5 5 6 4 3 1 7 2

表42 非 メ タ ン 炭化水素濃度経年変化

測定局 項 目
6 ~ 9 時におけ る 年平均値 (ppmC )

熟 年 震 艇, 年 護 艇, 年 淺 莞 年 護 青 年 護 晋 年 護

衛生研究所
測 定 時 間 ( 時間 ) 6 , 8 7 1 6 , 8 8 8 7 , 6 8 1 7 , 5 8 4 7 , 2 7 6 5 , 7 4 3

年 平 均 値 憊mC) 0 . 3 0 0 . 3 3 0 . 2 2 0 . 2 2 0 . 2 1 0 . 2 3

6 ~ 9 時 に お け る 年 平 均 値 範mC) 0 . 3 2 0 . 3 2 0 . 2 4 0 . 2 2 0 . 2 1 0 . 2 3

6 ~ 9 時 測 定 日 数 ( 日 ) 2 9 2 3 0 1 3 3 3 3 2 9 3 2 0 2 5 0

6 ~ 9 時 3 時 間 平 均 値 の 最 高 値 範mC) 0 6 4 0 7 9 0 7 9 0 9 0 0 4 6 0 6 5

6 ~ 9 時 3 時間平均値が0 . 2蛔pmC を超えた 日数 ( 日 ) 2 6 4 2 2 9 2 1 7 1 6 6 1 6 4 1 3 9

6 ~ 9 時 3 時間平均値が0 . 31ppmC を超えた 日 数 ( 日 ) 1 4 0 1 4 6 7 2 5 0 2 7 4 3

図 8 非 メ タ ン 炭化水葬濃度経年変化
@四〕)

う 0 5

i i 0 4

‘ o 3
　 　

l = ≦ 0 2 o---｢0へ、、、、て〕{ 、~ ^ ○ 。 〔衛生研究所〕

2 群 、 ′ 年度 6 1 62 63 1 2 3
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(7) 降下ばい じ ん

降下はい じ ん の測定は 、 ブ ポ ジ ッ ト ゲー ジ法に よ る 測定を昭和46年 9 月 か ら 開始 し 、 現在 4 市 1

村、 。十 5 地点で実施 してい る 。

平成 3 年度の測定結果 (表43) を見 る と 、 最高は鳥取市栄町 (山陰合同銀行鳥取支店) 7 . 0 ト ン /

せ/月 で 、 最低は倉吉市葵町 (倉吉市役所) 1 . 0 ト ソノ幅/月 であ る が 、 年平均を みて も 全側定点

で汚染の 目 安 と さ れて い る 10 ト ンノ霜/月 未満の部類に入 り 軽微な汚染 と い え る 。 ま た 、 経年的

にみて も 横ばい傾向 にあ る 。 ( 図 9 )

表43 降下ぽい じ ん量の経年変化 (単位 ト ソ/姑/月 )

諭"
昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成 2 年度 平成 3 年度

最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均
鳥 取

山 陰 合 同 銀

行 鳥取支店
12 . 4 1 . 9 5 . 4 13 . 4 1 . 5 5 . 5 14 . 4 1 . 7 5 . 3 9 . O 1 . 6 4 . 4 14 . 5 1 . 4 6 . 1 7 . O 1 . 3 3 . 9

倉 吉 倉 吉市役所 4 . 8 0 . 6 2 . 9 4 . 9 0 . 8 3 . O 6 . 1 0 . 9 3 . 7 7 . 9 1 . 2 3 . 6 9 . 2 1 . 5 4 . 1 9 . 4 1 . O 3 . 5

米 子
西 部 総 合

事 務 所
15 . 8 1 . 6 5 . 8 13 . 9 2 . 4 5 . 8 14 . 7 2 . 1 6 . 8 12 . 3 1 . 9 6 . 4 13 . 1 1 . 7 6 . 6 7 . 5 2 . 3 4 . 9

境 港
済 生会境港

総 合 病 院
14 . 7 1 . 1 5 . 4 9 . 5 2 . 2 5 . 5 10 . 4 1 . 6 4 . 9 8 . 6 1 . 6 4 . 6 10 . 3 1 . 8 5 . 2 7 . 6 1 . 5 4 . 4

日 吉津
日 吉 津

小 学 校
10 . 9 0 . 6 4 . 1 8 . 9 1 . 8 4 . 6 6 . 1 1 . 7 3 . 9 8 . O 2 . 3 4 . 3 9 . O 1 . 6 4 . 5 6 . 6 2 . 2 4 . 1

プ ポ ジ ッ ト ゲ ー ジ法に よ る 降下ぱい じ ん 汚染度の評価

汚 染 度 降下ばい じん暈 ( ト ン /肝/月 ) 評 価

1･I- 1 0 未 満 軽 微 な 汚 染

･ 2 1 0 以 上 2 0 未 満 中 等 度 の 汚 染

3 2 0 以 上 高 度 の 汚 染
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図 9 降下はい じ ん量の経年変化

。--。 鵞 陰取合 同支銀偕
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□--｢□ 日 吉 津 小学校

年平均値 6 1 6 2 63 1 2 3

3 各汚染物質の経年変化

(1 ) 一般環境大気測定局

衛生研究所において は 、 二酸化いお う 濃度の年平均値は昭和61年度か ら平成 3 年度にお いて0 . 00

5~0 . 004ppmで あ り 、 横ばい傾向 に あ る 。 一酸化炭素濃度は年平均値が0 . 4ppmで横ばい傾向 に あ

る 。 浮遊粒子状物質濃度は昭和61年度以降年平均値はほぼ横ばい傾向にあ る 。 窒素酸化物 (二酸化

窒素) については 、 昭和61年度以降年平均値は0 . 009~0 . 005ppmの範囲 に あ り 、 日 平均値が0 . 06p

pm を超え た 日 は な か っ た。

光化学オ キ シ ダ ン ト 濃度は昭和61年度以降、 昼間の 1 時間値が0 . 06ppmを超え た時間は昭和62年

度を ピー ク と して昭和63年度以降減少傾向にあ り 緊急時の措置基準0 。 12ppmを超えた時間はなか っ

た 。

米子保健所においては 、 二酸化い お う 濃度の年平均値は昭和61年度か ら平成 3 年度において0 . 00

4ppmであ り 横ばい傾向 に あ る 。 一酸化炭素濃度は年平均値が0 . 4~0 . 5ppmで横ばい傾向 にあ る 。

浮遊粒子状物質濃度は昭和61年度以降平均値はほば横ばい傾向 にあ り 、 平成 3 年度は若干環境基準

を超えて い る 。 窒素酸化物 (二酸化窒素) につ いては 、 昭和61年度以降 日 平均値が0 . 06ppmを超え

た 日 は な か っ た 。

光化学オ キ ン ダ ソ ト 濃度は昭和61年度以降、 昼間の 1 時間値が0 . 06ppmを超 え た時間は昭和62年
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(2) 自 動車排出ガ ス測定局

鳥取県物産観光セ ン タ ー (鳥取市末広温泉町) で昭和61年度か ら の年平均値は3 . 4~2 . 4ppmであ

り 、 1 時間値の 8 時間平均値が20ppmを超え た も の及び 1 時間値の 日 平均値が1oppmを超 え た も の

丸山交差点 (鳥取市青葉町) 及び中国電力前 (米子市加茂町) について は 、 鳥取県物産観光セ ソ

川 タ ー と 同程度な い しそれ以下の濃度であ る 。
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第 2 節 大気汚染の防止対策

1 法 ･ 条例によ る規制

の 法に よ る規制

大気汚染防止法 (以下｢法｣ と い う 。 ) の仕組 と して は 、 施設の種類を定め (ばい煙発生施設32施設 、

一般粉 じ ん発生施設 5 施設 、 特定粉 じ ん発生施設 9 施設) 各施設を設置 し よ う と す る 者及び現に設

置 して い る 施設を変更 し よ う と す る 者に対 して 、 届 出 の義務 (法第 6 条設置届 、 第 8 条変更届等)

を課 し 、 ま た 、 ばい煙排出者の遵守すべ き排出基準を定め 、 こ の排出基準に適合 し な い場合は 、 ば

い煙排出者に対 し 。十画変更や改善を命 じ (法第14条) こ れに従わ な い場合は罰則が適用 さ れ る 。

な お 、 現在 、 い お う 酸化物 はい じ ん 有害物質 (塩化水素 窒素酸化物等) につ いて 、 排出基

準が定め ら れてい る 。

ア い お う 酸化物

い お う 酸化物の排出基準 (施行規則第 3 条) は 、 排出 口 の高 さ に応 じ て定め ら れたいお う 酸化

物の許容限度 と し て q = k × 10 3 × H e 2 ( q は 1 時間当た り の い お う 酸化物の排出基準量、 H

e は有効煙突高 、 k は排出係数) で表 さ れてお り 、 規制は k 値で行われてい る 。 本県は 、 昭和49

年 4 月 1 日 か ら全域が17 . 5 と な っ て い る 。

イ ぽい じ ん

はい じ ん の排出基準 (施行規則第 4 条) は 、 ばい煙発生施設において発生 し 、 排出 口 か ら大気

中 に排出 さ れ る はい じ ん量について 、 発生施設の種類及び規模 ご と に規制 さ れてい る 。 (資料 8

参照)

ウ 塩化水素

塩化水素の排出基準 (施行規則第 5 条第 1 号) は 、 ばい煙発生施設において発生 し 、 排出 口 か

ら大気中に排出 さ れ る塩化水素について 、 発生施設の種類に よ り 規制 さ れてお り 廃棄物廃却炉

等が該当 し て い る 。

ェ 窒素酸化物

固定発生源に対す る 全国一律の窒素酸化物排出基準 (施行規則第 5 条第 2 号) に つ いては 、 昭

和48年 8 月 に大型施設を対象 と す る 第 1 次規制、 昭和50年12月 に対象施設の拡大等を内容 と す る

第 2 次規制 、 ま た 、 昭和52年 6 月 に対象施設の拡大及び排出基準の強化を主 と す る 第 3 次規制 、

更に昭和54年 8 月 10 日 か ら対象施設を拡大 し た第 4 次規制 、 更に昭和58年 9 月 1 0 日 か ら 固体燃料

(石炭等) に係 る 排出基準強化を主 と す る 第 5 次規制を実施 し て い る 。 (資料 9 1 0 . 1 1参照)

オ そ の他の有害物質

そ の他の有害物質 (塩化水素及び窒素酸化物を除 く 。 ) の排出基準 (施行規則第 5 条第 1 号)

は 、 ばい煙発生施設において発生 し 、 排出 口 か ら大気中に排出 さ れ る 有害物質につ いて 、 ばい煙

発生施設の種類に よ り 規制 さ れて い る 。

- 55 -



力 一般粉 じ ん

一般粉 じ ん に関す る 規制は 、 一般粉 じ ん発生施設について定め ら れてい る構造並びに使用及び

管理に関す る 基準 (施行規則第16条) に よ り 規制 さ れてい る 。

キ 特定粉 じ ん

特定粉 じ ん (石綿) に関す る 規制は 、 特定粉 じ ん発生施設に係 る 規制基準 (施行規則第16条の

2 ) に よ り 規制 さ れてい る 。

以上、 県では 、 ばい煙排出者に課 さ れてい る排出基準の遵守を監視す る ため 、 県内各保健所及

び衛生研究所を通 じ て 、 施設立入検査を行い 、 煙道中排出 ガ ス測定、 重油の抜 き取 り (含有硫黄

分測定) 等を実施 し 、 排出基準を上回 っ てい る 施設には 、 ばい煙排出者に対 し 、 施設改善指導を

実施 し て い る 。

平成 3 年度末現在におけ る ばい煙発生施設 (表44 - 1 ) 、 一般粉 じ ん発生施設 (表44- 2 ) お

よ び特定粉 じ ん発生施設 (表44- 3 ) は次の と お り であ る 。

表44一 1 大気汚染防止法に基づ く ばい煙発生施設種類別届出数

(電気工作物 ･ ガ ス工作物であ る ばい煙発生施設を含む)
令 g j 表 第 一
の 頃 番 号 施設名 、~、、、辺鑿健所名 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 。十

1 ボ イ フ ー 251 29 1 2 1 264 1 6 68 1

2 ガ ス 発 生 炉 2
-

2 4

5 溶 解 炉

-

4 4

6 金 属 加 熱 炉 14 6 20

7 石 油 加 熱 炉 1 1
一

2

9 焼 成 炉 2 3

一

5

1 1 乾 燥 炉 5 〔5 〕 2 〔2 〕 3 〔 3 〕 1 3 〔 1 1 〕 2 〔2 〕 25 〔 2 3 〕

13 廃 棄 物 焼 却 炉 13 1 1 6 46 9 85

29 ガ ス タ ー ビ ン 3
-

3

30 デ ィ ー ゼ ル 機 関 1 1

-

14 25

。十 288 〔 1 95 ) 42 〔33 〕 1 44 〔91 〕 353 〔226 〕 27 〔 1 9 〕 854 〔53 1 〕

鮭) 〔

表44 - 2

令別表第二
の 頃 番 号 施設官、~保、健殴折名 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 。十

2 堆 積 場 2 健一｣- 3 8 2 1 6

3 コ ン ベ ア 25 3 4 1 3 1 8 6 3

4 離 嬢 13 5 2 7 7 3 4

5 ふ る い 7 3 2 7 1 9

。十 47 ( 9 ) 1 2 ( 3 ) 9 ( 3 ) 3 0 ( 1 1 ) 34 ( 3 ) 1 32 ( 29 )

･ ･骨材乾燥炉数 ( ) '工事 ･ 事業場数 (

大気汚染防止法に基づ く 一般粉 じ ん発生施設種類別届出数

(平成 4 年 3 月 31 日 現在)

鰹) ( ) ･工場 事業場数 (平成 4 年 3 月 3 1 日 現在)
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表44- 3 大気汚染防止法に基づ く 特定粉 じ ん発生施設種類別届 出数

令 別 表
第 二 の 二
の 頃 番 号 施設名＼と建健所名 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 。十

4 切 断 機 2 5 7

6 切 削 用 機 械 5 5

9 穿 孔 機 1 1

。十 8 ( 1 ) 5 ( 1 ) 1 3 ( 2 )

鯉) ( ) ･工場 事業場数 (平成 4 年 3 月 31 日 現在)

(2) 自 動車排出ガス規制

自 動車排出 ガ ス に よ る 大気汚染防止対策 と し て 、 国 に お いて中央公害対策審議会の答申 に基づ き

新車及び使用過程車を対象 と し て一酸化炭素、 炭化水素、 窒素酸化物等に係 る 規制が段階的に強化

さ れ 、 排出 ガ ス の量の削減が図 ら れてい る 。

(3) 条例に よ る規制

ア 粉 じ ん関係特定施設

鳥取県公害防止条例 (昭和46年10月 12 日 公布 、 県条例第35号 、 昭和47年 4 月 1 日 施行) に よ る

規制は 、 パ ー ク 炭製造施設及び貯蔵施設、 打綿機、 混打綿機を粉 じ ん関係特定施設 (表45- 1 )

と し 、 施設管理基準 (表45- 2 ) を定めて規制 して い る が 、 平成 3 年度末現在の届 出数は表45-

3 の と お り であ る 。

表45 - 1 粉 じ ん関係特定施設 と規模

施 設 名

1 . パ ー ク 炭 ( の こ 肩 、 木皮等を炭化 させ微粉炭に した も の ) 製造施設及び貯蔵施設

2. 打綿機及び混打綿機

表45- 2 粉 じ ん関係特定施設に係 る構造並びに使用及び管理に関す る 基準

管 理 基 準

次の各号のいずれかに該当す る こ と 。

1 . 粉 じ んが飛散 しに く い構造の建築物内 に設置 さ れて い る こ と 。

2 . フ ー ト 及び集 じん機か設置 されてい る こ と 。

3 . 戸 ･ 窓等が密閉 されて い る こ と 。

4 . 前各号 と 同等以上の効果を有す る措置が講 じ られてい る こ と 。
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表45- 3 公害防止条例に基づ く 粉 じ ん関係特定施設種類別届 出数

施設 、、~、迪保健所名 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 。十

打 綿 機 =( 9) 5 ( 4 ) 26 ( 24 ) 33( 28) 3 ( 3 ) 7 8 ( 68 )

混 打 綿 機 1 ( 1 ) 1 ( 1 )

パ ー ク 炭製造 ( 貯蔵 ) 施設 1 ( 1 )
ll

1 ( 1 )

。十 n ( 9 ) 6 ( 5 ) 26 ( 24 ) 34( 2 9) 3 ( 3 ) 80 ( 70 )

圏 ( ) ･ ･ は事業場の数 (平成 4 年 3 月 31 日 現在)

イ 屋外燃焼行為

野外におけ る 燃焼行為に伴い発生す る ばい煙、 悪臭等を規制す る ため 、 昭和63年10月 1 日 か ら 、

ゴ ム 、 皮革、 合成樹脂、 廃油 、 硫黄及び ピ ッ チ並びに こ れ ら を含む物を屋外において燃焼 さ せ る

こ と を禁止 し て い る 。 ただ し 、 次に揚げ る 場合は こ の限 り でな い 。

伊) 燃焼炉の使用等適切な処理の方法に よ り 燃焼 さ せ る 場合

“ ) 住民が事業活動以外の 目 的で少量燃焼さ せ る 場合

(ゥ) 風水害等の災害のため生 じ た廃棄物をやむを得ず少量燃焼さ せ る場合

国 農作物の凍霜害防止等の 目 的で最小限度の量を燃焼 さ せ る場合

団 前各号に掲げ る 場合の ほか 、 知事が公益上やむ を得な い と 認め る場合

2 監視状況と行政指導

(1 ) 煙道中排出ガス測定立入検査

平成 3 年度中 に煙道中排出 ガ ス測定立入検査を実施 し た施設 (表46 ) は延べ103施設 ( 33工場

事業場) であ り 、 2 施設の違反が あ っ た が 、 いずれ も 改善が な さ れた 。

表46 平成 3 年度脛道中排出 ガ ス測定立入検査状況

令別表第 1 の施設数

い お う 酸化物 は い じ ん 塩 化 水 素 窒 素 酸 化 物 合 。十

立 入

施 設数

違 反

施 設数

立 入

施 設数

違 反

施 設数

立 入

施 設数

違 反

施 設数

立 入

施 設数

違 反

施 設数

立 入

施 設数

違 反

施 設数

1 ポ イ フ ー 1 9 0 20 0 1 0 1 9 O 59 ( 18 ) 0

9 焼 成 炉 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ( 1 ) 0

11 乾 燥 炉 3 O 3 0 O 0 3 O 9 ( 3 ) O

13 廃棄物焼却炉 7 0 1 1 1 9 1 7 O 34 ( 1 1 ) 2

。十 29 O 35 1 1 0 1 2 9 O 103 (33) 2

圏 ( ) 工場 ･ 事業場数
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( 2) 重油抜取 り 検査

大気汚染防止法に基づ く い お う 酸化物基準 ( K値規制) に係 る 適合状況につ いて平成 3 年度中 に

10 1工場 ･ 事業場に立入検査を実施 し 、 使用燃料中の重油の抜 き取 り 検査を行 っ た結果、 いずれ も

基準以下であ っ た 。

(3 ) 大気関係監視指導状況

平成 3 年度中 に実施 し たばい煙発生施設及び粉 じ ん発生施設に対 して施設の改善等で監視指導 し

た廷件数は表47の と お り で あ る 。

表47 大気関係監視延指導件数

項 目

ばい煙発生施 設

。十

粉 じ ん 発 生 施 設

。十 合 。十

法 そ の 他 法 条 例 そ の 他

延監視指導件数 4 1 7 O 4 1 7 2 0 0 2 4 1 9

3 酸性雨対策

酸性雨 と は 、 PH (水素 イ オ ン濃度) が5 . 6以下の酸性を有す る 雨を総称 し 、 化石燃料の燃焼に よ り

い お う 酸化物、 窒素酸化物等の大気汚染物質が大気中 に排出 さ れ 、 こ れ ら が上空で移動す る 間に酸化

さ れて硫酸や硝酸と な り 、 こ れが雨水に取 り 込ま れて発生す る と い われて い る 。

酸性雨に よ る 影響は 、 目 や皮膚への刺激の よ う な急性的な人体被害の他、 近年、 ヨ ー ロ ッ パ 、 ア メ

リ カ及び カ ナ ダにおいて湖沼や森林等の生態系に深刻な被害を与え 、 国際的な問題 と な っ て お り 、 環

境庁では昭和58年度か ら全国的な酸性雨の実態把握 と 発生機構の解明等所要の崗査研究を行 っ てい る

と こ ろ で あ る 。

本県にお い て も 、 昭和62年度か ら 県下 4 地点でpH調査を実施 し てお り 、 平成 3 年度 ま での測定結

果は表48の と お り であ る 。

今後、 さ ら に モ ニ タ リ ン グ を強化す る と と も に 、 環境庁、 他 自 治体等 と 協力体制を と り な が ら 必要

な対策を と る こ と と し て い る 。

表48 雨の酸性度嗣査結果 水素イ オ ン濃度 (PH)

掲 査 地 点
年 度 平 均 値 最 高 最 低

覊査機関
63 兀 2 3 63 兀 2 3 63 兀 2 3

衛生研究所 (鳥取市) 4 . 7 4 . 6 4 . 7 4 . 6 6 . 2 5 . 4 5 . 4 5 . 9 4 . 4 4 . 4 4 . 4 4 . 1 衛生研究所

倉吉保健所 (倉吉市) 4 . 9 4 . 7 4 . 9 4 . 6 6 . 1 5 . 2 6 . 2 5 . O 4 . 3 4 . 4 4 . 6 4 . 4 "

米子保健所 (米子市) 5 . 1 4 . 6 4 . 8 4 . 7 6 . 1 5 . 2 5 . 5 5 . 2 4 . 4 4 . 3 4 . 6 4 . 5 "

趣家保健所 (郡家町) 4 . 8 4 . 7 4 . 8 4 . 7 6 . 1 5 . 6 5 . 1 5 . O 4 . 5 4 . 4 4 . 4 4 . 5 "
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4 スパイ ク タ イ ヤ粉 じん対策

近年、 積雪寒冷地帯では 、 ス パ イ ク タ イ ヤ に よ り 削 ら れた道路粉 じ んが大気を汚染 し 、 深刻な環境

問題 と な っ て い る 。

国では 、 こ の問題を解決す る ため 、 平成 2 年 6 月 27 日 、 ｢ ス パ イ ク タ イ ヤ粉 じ ん の発生の防止に関

す る 法律｣ を制定 し た。

こ の法律では 、 ス パ イ ク タ イ ヤ粉 じ ん の発生を防止す る こ と に よ り 住民の健康を保護 し生活環境を

保全すべ き地域を環境庁長官が指定 し (法第 5 条) 、 こ の指定地域内 の積雪 凍結 して い な い舗装道

路での ス パ イ ク タ イ ヤ使用 を禁止 (法第 7 条) し て い る 。

本県においては、 平成 3 年 5 月 31 日 に 4 市23町 3 村が ス パ イ ク タ イ ヤ使用禁止地域と して指定さ れた。

( 図10 )

察碧は ‘ ‘ ‘ “ イ “ “““ ‘観発射‘“““ 。 “ ““““■““ ‘熱 線“““““ 難
調査を実施 (表 ) す る と と も に 、 市町村や関係機関 と 連携 し て 、 ポ ス タ ー 、 パ ン フ レ ッ ト 、 テ レ ビ

ス ポ ッ ト 等各種広報媒体に よ り 広 く 県民に脱 ス パ イ ク タ イ ヤ を呼びか けて き た。

今後 と も 、 市町村等 と 連携 して脱ス パ イ ク タ イ ヤ社会への円滑な移行に努め る こ と と し て い る 。

図10

‘
!

と
ー
{
j
‘
--‘

ー
暈
I
軒
端
華
群
馬f--i

!
!
!

i
-
--

-
l
〆

‘'"
#

‘均
E

1
ぐ

‘=
=

-I
-痴
話
I
I
翠
川

梨

　 　 　 　

=
　

にニコ 県内のスパイ ク タ イ ヤ使用禁止地域鑑定地域)

どん ! 一群凝礬讓誘導!/
表49 道路粉 じ ん量調査結果 (平成 3 年度)

市町村名 採 取 地 点
対隻 路 粉 じ ん 量 ( ト ン / 輯 / 3 0 日 )

6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 1 1 月 12 月 1 月 2 月 3 月

鳥 取 市
議 事 堂 跡 前 //// 4 . 25 2 . 7 4 8 . 9 1 4 . 7 7 4 . 3 9 4 . 8 0 7 . 1 0 6 . 6 7 3 . 1 5

議 事 堂 跡 裏 * //ノノ 3 . 3 1 1 . 6 0 2 . 8 3 5 . 3 4 4 . 5 3 6 . 2 9 5 . 0 2 2 . 7 6

米 子 市
山 陰 歴 史 館 前 3 . 9 5 5 . 8 5 3 . 5 2 7 . 5 9 4 . 2 0 6 . 3 5 7 . 1 3 1 1 . 3 1 2 . O 7 . 74

米 子 市 旧 庁 舎 前 * 2 . 80 5 . 2 1 3 . 5 4 4 . 45 4 . 3 9 6 . 7 1 7 . 1 7 4 . 8 8

倉 吉 市
八 屋 バ ス 停 前 2 . 45 1 . 9 7 1 . 36 3 . 6 2 2 . 7 8 3 . 90 3 . 8 8 5 . 1 2 5 . 1 1 8 , 6 4

八 屋 水 源 地 内 * 0 . 7 1 0 . 86 1 . 2 4 3 . 2 7 2 . 3 9 2 . 1 3 1 . 4 5 3 . 1 4 1 . 0 0 4 . 7 7

郡 家 町 八 頭 合 同 庁 舎 前 //// 3 . 3 3 2 . 49 7 . 64 4 . 2 4 3 . 7 6 3 . 5 5 5 . 4 5 7 . 1 2 4 . 3 0

三朝 町 三 朝 町 役 場 前 1 . 3 6 0 . 6 4 1 . 5 9 3 . 5 8 1 . 2 7 2 . 9 6 3 . 3 1 2 . 2 7 5 . 1 9 1 . 94

岸 本 町 岸 本 町 役 場 前 4 . 07 3 . 7 3 6 . 2 6 1 1 . 1 1 1 . O 8 . 4 5

姫) * は同市の採取地点の対照地点であ る

一 は欠測
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